
 
 

1――節目となる決定をしてきた 3 中全会 
 

 2013 年 11 月、中国共産党第 18 期中央委員会第 3 回全体会議（第 18 期 3 中全会）1が開催された。

そして 11月 15日にはその決定内容を記載した「改革の全面的深化における若干の重大な問題に関す

る中共中央の決定（中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定）」が公表された。 

これまでの 3中全会を振り返ると、1978年 12月に開催された第 11期 3中全会では、思想を解放し、

頭脳を働かせ、実事求是（事実に基づいて真理を求める）の姿勢で、一致団結して前に向かって進む

との指導方針を確定するとともに、“文化大革命”から卒業して“4つの近代化 2 “へ舵を切った。ま

た、ソ連崩壊（1991 年）で社会主義が深刻な危機にあった 1993 年 11 月の第 14期 3中全会では、当

時の最高実力者鄧小平氏はソ連の失敗の最大の原因は経済にあると整理して、「社会主義市場経済体制

を確立する上での若干の問題に関する決定」を採択、“社会主義計画経済”を卒業して“社会主義市場

経済”へ舵を切った。そして、胡錦濤氏をトップとする前指導部がリーダーシップをとった 2003 年

10月の第 16期 3中全会では、「社会主義市場経済体制の若干の問題に関する中共中央の決定」を採択、

中国の経済体制改革は理論と実践の面で重大な進展を遂げたものの、①経済構造が不合理、②分配関

係が不合理、③農民収入の伸びが緩慢、④就業の矛盾が突出、⑤資源環境の圧力が増大、⑥経済全体

の競争力が強くないなどの問題があると指摘、「科学的発展観」の元となる「5つの均衡（五个統籌）3」

という概念を打ち出し、“経済発展”に加えて“均衡”を重視する方向へと舵を切った。 

1  2012 年 11 月に開催された第 18 期全国代表大会（18 大）で選出された中央委員（及びその候補）による第 3 回目の全体会議である。18
大の直後に開かれた第 1 回目の全体会議（第 18 期 1 中全会）では、中央委員会総書記、中央政治局常務委員会委員、中央軍事委員会主席、

中央規律検査委員会書記などの重要人事が決定された。2013 年 2 月に開催された第 2 回目の全体会議（第 18 期 2 中全会）では、全国人民

代表大会に推薦する国家指導者の人選や国務院の機構改革・機能転換などが審議・採択されて、国家機構の新組織・新人事が見えてきた。そ

の後、新組織の責任者が順次決定されて新しい指導体制が固まった。そして、今回の第 3 回目の全体会議（第 18 期 3 中全会）は、習近平氏

をトップとする新指導部がその在任期間中に何を成し遂げようとしているのかを示す重要な会議である。 
2  4 つの近代化は、工業、農業、国防、科学技術の 4 つの分野での近代化の達成を目指した改革の旗印である。 
3  5 つの均衡とは①都市発展と農村発展の均衡、②社会発展と経済発展の均衡、③地域間発展の均衡、④人と自然の均衡、⑤国内発展と対

外開放の均衡である。これを元とした“科学的発展観”は、その後の 18 大で、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、重要思

想「三つの代表」と並ぶ行動指針として党規約（中国共産党章程）に定められた。 
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 それでは、習近平氏をトップとする新指導部は、今後の中国をどこへ導こうとしているのだろうか。

中国経済の現状を見ると、胡錦濤氏をトップとした前指導部が指摘した 6つの問題は、改善傾向には

あるものの依然として解決途上であり、第 16期 3中全会で目指した「5つの均衡」の達成には程遠い

と言わざるを得ないだろう。本稿では、こうした現状を踏まえて決定された「改革の全面的深化にお

ける若干の重大な問題に関する中共中央の決定（以下、「今回の決定」と称す）」には何が記載されて

いるのかを経済に関係する部分を中心に確認した上で、今回の決定が今後の経済成長にどのような影

響を与えるのかを考察してみた。 

 
2――今回の決定の概要 
 

1｜全体構成 

 今回の決定文は、2012年 11月の第 18期全国代表

大会（18大）で選出された習近平氏をトップとする

中国共産党の新指導部が、経済、政治、文化、社会、

エコ文明建設、党建設という幅広い領域において、

今後約 10年に及ぶと思われる在任期間中に、何を成

し遂げようとしているのかを記した重要文書である。 

重要ものばかり多岐に渡って記載された今回の決

定文は、約 21,600字に及び、16の章、60の項目か

ら構成されている。「改革全面深化の重大な意義と指

導思想」と題された第 1章には全体を貫く基本的な

考え方が記載されており、その後の 15の章には各分

野の改革方針がより具体的に記載されている。その

内、経済に関係する章を抽出すると、右の図表に○

印を付した 8つの章がそれに該当すると思われる。 

 

2｜全体を貫く基本的な考え方 

 全体を貫く基本的な考え方を示した第 1章は、「改革全面深化の重大な意義と指導思想」と題して、

4つの項目に分かれている。 

 第一項では、第 11期 3 中全会（1978 年 12月）以降 35年に及ぶ改革開放の成果を振り返ってその

成果を高く評価するとともに、「改革開放に終わりはない」として、中華民族の偉大な復興という中国

の夢を実現するには、改革を全面的に深化させることが重要としている。 

 第二項では、改革を全面的に深化させるためには、指導思想の下に一致団結する必要があること、

改革全面深化の全般的目標は中国の特色ある社会主義制度を充実・発展させて国の統治体系と統治能

力の近代化を進めるところにあることなどが記述されている。 

 第三項では、改革を全面的に深化させるためには、発展が依然として全ての問題を解決するカギで

あること、改革を全面的に深化させる上での重点は経済体制改革にあり、核心の問題は政府と市場の

[図表] 

 

第18期3中全会で決定された

「改革の全面的深化における若干の重大な問題に関する中共中央の決定」の章建て

各章の表題 経済への影響度

① 改革全面深化の重大な意義と指導思想 ●

② 基本的経済制度を堅持し充実させる ○

③ 近代的市場体系の整備を加速する ○

④ 政府の機能転換を加速する ○

⑤ 財税制改革を深める ○

⑥ 都市・農村の一体化した発展の体制・仕組みを整える ○

⑦ 開放型経済の新しい体制を築く ○

⑧ 社会主義民主政治の制度づくりを強化する ×

⑨ 法治中国の建設を進める ×

⑩ 権力運用の制約・監督体系を強化する ×

⑪ 文化体制・仕組みの刷新を進める ×

⑫ 社会事業の改革、革新を進める ○

⑬ 社会統治体制を刷新する ×

⑭ エコ文明の制度づくりを急ぐ ○

⑮ 国防と軍隊の改革を深める ×

⑯ 改革全面深化に対する党の指導を強化・改善する ×

（注）●＝全体の考え方を示す章、○＝経済に関係が深い章、×＝経済への関係が少ない章
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関係にあり、市場が資源配分の中で決定的役割を果たすようにし、政府の過剰介入と政府の監督不行

き届きの両面から問題解決を図ることが肝要であることなどが記述されている。 

 第四項では、改革を全面的に深化させるためには、これまでの改革開放の実践が重要な経験を提供

しており、実事求是や摸着石頭過河（物事を注意深く確実に進める意）などを挙げて、中国の特色あ

る社会主義制度の完成・発展を推進するとしている。 

そして最後に、「2020 年までに重要分野とカギとなる部門の改革で決定的成果を収め、この決定で

提起された改革の任務を完遂して、体系が整い、科学的に規範化され、運用が有効な制度体系を作り

上げ、各方面の制度がより一層成熟し、より一層定型化されるようにする」と第 1章を結んでいる。 

 
3――その他、経済に関係する章の概要 
 
1｜基本的経済制度を堅持し充実させる（第 2 章） 

 第 2章は「基本的経済制度を堅持し充実させる」と題して、公有制経済と非公有制経済の関係につ

いて記述されており、4つの項目に分かれている。 

第一項では、「財産権保護制度をより完全にする」として、公有制経済の財産権が不可侵であると同

様に非公有制経済の財産権も不可侵であり、両者ともに法律の下で保護され監督を受けるとしている。 

第二項では、「混合所有制経済を積極的に発展させる」として、国有資本と非国有資本が相互に資本

参加する混合所有制経済の発展を支持している。また、国有資本は安全保障や国民経済の命脈に係わ

る分野により重点を置くべきであるとするとともに、その収益の財政上納比率を 2020 年までに 30％

へ引き上げて社会保障の充実などに充てるとしている。 

第三項では、「国有企業における近代的企業制度の整備を推進する」として、市場化という新たな情

勢に合わせて、効果的牽制の働く企業統治構造の整備や、国有企業の機能を整理し電力網などの整備

部門とその運営部門とを分離する“網運分離”を実施して競争的業務は自由化するなど国有企業改革

の方向性を示している。 

第四項では、「非公有制経済の健全な発展を支持する」として、非公有制経済に対する様々な形の不

合理な規制を廃止し、様々な目に見えない障壁を取り除くなどとしている。 

 

2｜近代的市場体系の整備を加速する（第 3 章） 

第 3章は「近代的市場体系の整備を加速する」と題して、市場が資源配分で決定的役割を果たす上

で、その基礎となる市場体系のあり方について述べており、5つの項目に分かれている。 

第一項では、「公平性、開放性、透明性のある市場ルールを作る」として、ネガティブリストを策定

した上でそのリスト以外の分野には法に基づいて平等に参入できるようにするなどビジネス環境を整

備するとともに、市場の監督管理体系も改革し、独占・不正競争・地方保護主義に反対するとしてい

る。また、市場原理に基づく退出の仕組みとして企業破産制度にも言及している。 

第二項では、「主に市場が価格を決定する仕組みを整える」として、水、石油、天然ガス、電力、交

通、通信など価格改革を進める分野を具体的に挙げるとともに、政府が価格を決定する範囲を主に重

要な公共事業、公益的サービス、電力網などに限定するとしている。 
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第三項では、「都市・農村統一の建設用地市場を作る」として、計画や用途規制に反しない限り、農

村の集団所有による業務用建設用地の譲渡、賃貸、現物出資を認め、国有地と同一権利・同一価格の

制度にすることなどを挙げている。 

第四項では、「金融市場システムを整える」として、民間資本による金融機関設立や株式発行の登録

制への移行などを進めるとともに、金利の市場化を加速し資本取引における人民元の交換性の実現を

急ぐとしている。また、金融監督管理の改革を進めるとともに、預金保険制度の構築や金融機関が退

出する仕組みの改善にも言及している。 

第五項では、「科学技術体制改革を深める」として、産学研共同のイノベーションの仕組み作りや、

知的財産権の利用・保護を通じた技術革新のインセンティブ・メカニズム構築などの方向を示した。 

 

3｜政府の機能転換を加速する（第 4 章） 

第 4 章は「政府の機能転換を加速する」と題して、政府の役割について述べており、3 つの項目に

分かれている。 

第一項では、「マクロコントロール体系を整える」として、財政政策と金融政策を主な手段とするマ

クロコントロール体系を整え、マクロコントロール目標の制定と政策手段利用のメカニズム化を進め

るとしている。また、発展成果の考課・評価体系についても言及し、単に経済成長の速さだけで政府

の業績を評定する偏向を正すとしている。 

第二項では、「政府の機能を全面的に正しく果たす」として、市場メカニズムで上手く調節できる経

済活動については審査・認可を廃止するなど政府機能を簡素化する一方で、政府は発展戦略、計画、

政策、規格などの制定や市場活動の監督管理の機能を強化、中央政府はマクロコントロールの職責と

能力を強化し、地方政府は公共サービス、市場監督管理、社会管理、環境保護などの職責を強化する

ことなどを挙げている。 

第三項では、「政府の組織機構を最適化する」として、権限と責任の一体性確保、機構・指導者・職

員の数の抑制などを挙げている。 

 

4｜財税制改革を深める（第 5 章） 

第 5 章は「財税制改革を深める」と題して、財政改革・税制改革の方向性を示しており、3 つの項

目に分かれている。 

第一項では、「予算管理制度を改善する」として、年度を越えて予算を均衡させる仕組みを作り、発

生主義に基づく政府総合財務報告制度を作り、中央と地方政府の規範化された合理的な債務管理とリ

スク警戒の仕組みを作ることなどを挙げている。 

第二項では、「租税制度を整備する」として、消費税の課税範囲に環境汚染品を組み入れることや、

総合課税と分離課税を合わせた個人所得税制の確立、不動産税の立法化、資源税の改革、環境保護費

の租税化などを挙げている。 

第三項では、「職権と支出責任が対応した制度を作る」として、特に複数地域に跨がる大型プロジェ

クトや公共サービスの職権と支出権限の対応の適正化について記述している。 

 

 
 
4｜               ｜ニッセイ基礎研レポート 2013-12-20｜Copyright ©2013 NLI Research Institute All rights reserved 



5｜都市・農村の一体化した発展の体制・仕組みを整える（第 6 章） 

第 6章は「都市・農村の一体化した発展の体制・仕組みを整える」と題して、都市と農村の関係に

ついて記述しており、4つの項目に分かれている。 

第一項では、「新しいタイプの農業経営体系の構築を急ぐ」として、家族経営の基礎的地位を堅持し

つつも、家族経営、集団経営、組合経営、企業経営などがともに発展する農業経営パターンへの革新

を進めるとともに、請負経営権などを抵当・担保にする権能を農民に与え、その出資や流通を認める

ことにより、農業の大規模経営の発展を奨励することなどを挙げている。 

第二項では、「農民により多くの財産権を付与する」として、農家宅地の用益権や農民の住宅の財産

権などを例に挙げている。 

第三項では、「都市・農村の要素の平等な交換と公共資源の均衡のとれた配分を進める」として、都

市と農村のインフラ建設と地域社会建設を統一的に考え、都市と農村の基本公共サービスの均等化を

進めるとしている。 

第四項では、「健全な都市化（町を含む）のための体制・仕組みを整備する」として、都市建設管理

を刷新して地方政府が起債など複数の方法で資金調達することを認めること、条件にかなう離農者（農

業から都市に移った人口）には都市・町の住民と認めて住宅・社会保障体系にも組み込むことなどが

記述されている。 

 

6｜開放型経済の新しい体制を築く（第 7 章） 

第 7章は「開放型経済の新しい体制を築く」と題して、改革と対外開放の関係について述べており、

3つの項目に分かれている。 

第一項では、「投資の参入を緩和する」として、金融、教育、文化、医療などのサービス業分野で秩

序ある開放を進め、保育・養老、建築・設計、会計・監査、商業・流通、電子商取引などのサービス

業分野で外資参入制限を撤廃し、一般製造業も一段と自由化するとしている。また、改革の全面深化

と開放拡大のための新たな方途を探るものとして上海自由貿易試験区の設立にも言及している。 

第二項では、「自由貿易圏建設を進める」として、全世界を対象とした高い基準の貿易圏ネットワー

クを形成するとしている。 

第三項では、「内陸国境沿いの開放を拡大する」として、東中西を貫き南北をつなぐ対外経済回廊の

構想を示すとともに、国境沿いの開放の歩みを速め、国境沿いの重点通関港、国境都市、経済協力区

が人の往来、加工・物流、観光などの面で特別な方法・政策をとることを認めるとしている。 

 

7｜社会事業の改革、革新を進める（第 12 章） 

第 12章は「社会事業の改革、革新を進める」と題して、社会事業の改革について述べており、5つ

の項目に分かれている。 

第一項では、「教育分野の総合改革を進める」として、教育の公平を強力に促し、経済的に苦しい家

庭の児童・生徒を援助するシステムを整えること、情報化手段を利用して地域間、都市・農村間、学

校間の格差の縮小を目指すこと、一回の試験で人生が決まる弊害を解決するため入学試験制度の改革

を進めることなどを挙げている。 

 
 
5｜               ｜ニッセイ基礎研レポート 2013-12-20｜Copyright ©2013 NLI Research Institute All rights reserved 



第二項では、「就業・起業促進の体制と仕組みを整える」として、大卒者を重点にした若者、農村か

ら移った労働者、都市・町の困窮者、退役軍人の雇用を促進すること、産業の高度化に合わせて大卒

者に適した多くの就業ポストを開発することなどを挙げている。特に大卒者の就業・起業には多くの

紙面が割かれており、大卒者の自主起業を奨励する政策や大学新卒者の雇用促進計画の実施などを記

載している。 

第三項では、「合理的で秩序ある所得分配制度を作り上げる」として、一次分配における労働報酬の

割合を高めるよう努力すること、租税、社会保障、移転支出を主な手段とする再分配調節の仕組みを

より完全にすること、個人の所得と財産の情報システムを作り、隠れた所得や違法な所得を取り締ま

ることなどを挙げている。 

第四項では、「一層公平で持続可能な社会保障制度を作る」として、社会的プールと個人口座を合わ

せた基本年金制度を堅持しつつも個人口座制度をより完全にし、多く納めれば多く受け取れるという

インセンティブ・メカニズムを整えること、都市・農村住民の基本年金保険制度、基本医療保険制度

を統合すること、都市・農村の最低生活保障制度の統一的な発展を図ること、社会保障の財政投入制

度を整え社会保障基金の投資運用の多様化や監督管理の強化を進めること、高齢化に対応して高齢者

向けサービス産業の発展を加速することなどを挙げている。また、漸進的な定年引上げ政策の研究・

策定 4にも言及している。 

第五項では、「医薬品・医療衛生体制の改革を深める」として、医療保障、医療サービス、公衆衛生、

薬品供給、監督管理体制の総合的改革を統一的に進めるとの方針を示すとともに、計画出産 5にも言

及して、片方が一人っ子である夫婦が二人の子供を産める政策をスタートさせるとしている。 

 

8｜エコ文明の制度づくりを急ぐ（第 14 章） 

第 14章は「エコ文明の制度づくりを急ぐ」と題して、社会制度改革について述べており、4つの項

目に分かれている。 

第一項では天然資源資産の財産権制度を作るとともに用途規制制度を整えること、第二項では資

源・環境受容能力の監視・早期警戒の仕組みを作り、受容超過区域に対しては制限的措置を講じるな

ど生態保護のレッドラインを画定すること、第三項では資源の利用で費用を払う、環境を汚染した者

はそれを補償する原則を堅持する資源の有償使用制度と生態補償制度を実施すること、第四項では生

態環境に被害をもたらした責任者には刑事責任を追及するなど生態環境の保護管理体制を改革するこ

となどを記述している。 

 

4―経済成長への影響を探る上で重要な 3 つの視点 
 

以上のように、今回の決定文には経済に関係する重要な改革の方針が数多く記載されている。しか

し、今回の決定文を見ただけでは、各分野における改革の方向性は分かっても、今後の経済成長に与

4 現在の中国の退職年齢は男性が満 60 歳、女性幹部が満 55 歳、女性一般労働者が満 50 歳。 
5 計画出産については中華人民共和国憲法、中華人民共和国人口計画出産法及び各省（自治区、直轄市を含む）の人口と計画出産に関する

条例で定められている。 
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える影響は分かりにくい。経済成長に寄与するか否かという観点では記述されていないからである。

そこで、経済成長に寄与するか否かという観点で今回の決定文を再整理してみたい。 

この再整理は、各分野の改革方針を横軸とするとそこに縦軸を導入するようなものであるため、判

断基準となる視点を設定する必要がある。本稿では、①国有企業に比べて発展が遅れている民間企業

の活力を十分に引き出せるか、②製造業や貿易に比べて自由化が遅れている金融の自由化を進めて経

済成長の新たな牽引役にできるか、③投資に比べて低迷してきた消費を増やせるか 6、の 3 つの視点

を設定している。この 3つは、中国の経済成長への貢献がこれまで小さかった部分であり、今回の改

革でその発展の障害となってきた問題が取り除かれれば、経済成長への貢献が今後は大きくなる可能

性を秘めているからである。 

 

1｜民間企業の活力は十分に引き出せるか？ 

 第 2章の冒頭に「公有制が主体」とあるように、中国は公有制経済中心の経済制度を止めようとし

ている訳ではない。そもそも中国は社会主義市場経済を目指しているのであって、資本主義になるこ

とを目指している訳ではないことから、公有制経済に理がある分野については国有企業中心のままで

問題は無い。しかし、非公有制経済に理がある分野についても国有企業が支配したままだと、新たな

イノベーションが起こり難い状況が続いて、経済成長の壁となりかねないという問題がある。 

その点、第 2章の最後で、「非公有制経済に対する様々な形の不合理な規制を廃止し、様々な目に見

えない障壁を取り除く」としたことは、公有制経済と非公有制経済のイコール・フッティングを目指

すことを示唆するものであり、非公有制経済にとってはチャンスが増えると考えて良いだろう。また、

今回の決定文の第 4章で「市場メカニズムで上手く調節できる経済活動については審査・認可を廃止

するなど政府を簡素化する」としたことは、国有企業が市場を支配している分野を開放する可能性が

あることを示唆しており、第 2章にある“網運分離”で公共的業務から競争的業務を抜き出すとした

取り組みは、民間企業の活躍余地を増やす可能性を示唆したものであり、第 3章で「ネガティブリス

トを策定した上でそのリスト以外の分野には法に基づいて平等に参入できるようにする」としたこと

は、ネガティブリストに無い分野では民間企業の創意工夫がより生かせることを示唆していると思わ

れる。このように、今回の決定文は公有制経済と非公有制経済のイコール・フッティングを目指すも

のであり、その実現に向けた様々な工夫もあることから、民間企業を育てる意欲は決して低くはない

だろう。 

但し、公有制経済と非公有制経済のイコール・フッティングを目指したのでは、長年の蓄積で築か

れた政府と国有企業の太いパイプは崩せず、目に見える不合理な規制は廃止できても、目に見えない

様々な障壁は残って、国有企業に有利なビジネス環境が続きやすい。非公有制経済に理があると政府

が判断した領域の国有企業を民間企業に払い下げたり、競争的業務と政府が判断した領域については

民間企業を優先する措置を取るなど、一歩踏み込んだ民間企業の育成策を打ち出さないと、絵に描い

た餅に終わる可能性が高いだろう。 

従って、国有企業が既に支配している分野では、引き続き目に見えない障壁が立ちはだかって、民

6 中国では、ＧＤＰに占める個人消費の割合が 2012年に約 36％と国際的にも突出して低い状況にある中国では、ＧＤＰに占める個人消費

の割合が 2012年に約 36％と国際的にも突出して低い状況にある 
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間企業の活力を十分に発揮するには至らないだろう。一方、国有企業がまだ支配しきれていない分野

では、公有制経済と非公有制経済のイコール・フッティングなどで新たなチャンスが生まれてくるこ

とから、チャンスを生かして発展する民間企業がある程度はでてくると期待できるだろう。 

 

2｜金融自由化を進めて経済成長の新たな牽引役にできるか？ 

 中国のこれまでの金利政策は、銀行の預金金利と貸出金利を直接操作する方法で行われてきた。中

国人民銀行が設定する預金と貸出の基準金利の間に 3％前後の差を設定してきたことから、預金者は

低金利に甘んじてきたものの、3％前後の利鞘を確保できる銀行の経営は安定し、政府が注力するイン

フラ整備や産業への安定的な資金供給源となり、改革の初期段階では経済発展に寄与した面もある。 

しかし、改革が進んでくると新たな問題が生じてきた。銀行としては、どの企業に融資しても同じ

利鞘ならリスクの小さい国有企業に資金を回すことになるため、リスクが高い民間企業には資金が回

らないという問題が深刻化している。今回の決定文の第 3章で「ネガティブリストを策定した上でそ

のリスト以外の分野には法に基づいて平等に参入できるようにする」としているように、中国経済は

注力する産業分野を政府が決める段階から市場にその機能を期待する段階へと改革が進んでおり、金

利の自由化を加速して市場メカニズムを生かす必要がでてきたのである。 

中国の貸出金利については、2013年 7月に貸出基準金利の下限が撤廃されたことにより、上限も下

限もない状況にあり、形式的に見れば貸出金利の設定は自由となった。そして、2013 年 10 月には貸

出基礎金利（ローン・プライム・レート）の公表も開始されている。一方、債券市場では 1997年に金

利自由化が実施されており、市場メカニズムが金利の期間構造や信用スプレッドを決定する枠組みが

できている。今後、債券市場の価格形成がさらに成熟化すれば、銀行は貸出金利を設定する際に、債

券市場で決まった金利の期間構造や格付に応じた信用スプレッドを基準にするようになるのが自然な

流れであり、貸出金利の自由化はスピードアップしていきそうである。 

一方、預金金利については、基準金利の上限がまだ残されており、貸出金利よりも自由化が遅れて

いる。米国の金利自由化の過程でも、1980年代に預金金利の自由化が本格化した段階では多くの銀行

が経営不安に陥ったことから、中国国内では慎重な意見も見られる。しかし、2005年に法的枠組みが

整備された理財商品が預金より高い金利を設定し資金吸収力を高めたことから、預金金利の自由化も

急がざるを得なくなってきている。但し、その前に、第 3章で言及された預金保険制度の構築と金融

機関が退出する仕組みの改善を進めることになるだろう。 

 また、資本取引における人民元の交換性の実現はその後に進められるだろう。既存の枠組みである

適格国内機関投資家（ＱＤＩＩ）、適格海外機関投資家（ＱＦＩＩ）、人民元適格海外機関投資家（Ｒ

ＱＦＩＩ）の資格付与の数や投資枠の拡大を進め、個人投資家の海外投資をより自由にするなど段階

的に資本取引の自由化を進めようとするだろう。但し、国内で金利の自由化が進むと、既に自由化さ

れた先進国の金利変動の影響を受けて、内外の資金移動も盛んになる。また、資金移動を為替介入で

調節しようとしても外貨準備の規模は大きくなり過ぎており、預金準備率をこれ以上引き上げれば銀

行の経営を圧迫することから、資本取引の規制は限界が近づいている。 

このように、中国の金融改革は、貸出金利の自由化→預金保険制度の構築と金融機関が退出する仕

組みの改善→預金金利の自由化→資本取引における人民元の交換性の実現へと段階的に進んでいく可
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能性が高いと思われる。また、今回の決定文の第 7章では、上海自由貿易試験区の設立を「改革の全

面深化と開放拡大のための新たな方途を探るもの」と位置づけていることから、上海自由貿易試験区

が突破口となって、金融自由化が一気にスピードアップする可能性もある。そして、これまで閉鎖的

だった金融を自由化することで、既に自由化が進んでいる製造業や貿易とのシナジー効果が高まり、

経済成長の新たな牽引役になる可能性がでてきたと思われる。 

 

3｜所得格差を是正して消費主導の成長を促せるか？ 

 1978 年の改革開放の当初と比べると、地域間の所得格差は“東北振興”、“中部勃興”、“西部開発”

といった地域開発も寄与して 1985年の 2.1倍から 2013年には 2.3倍へと小さな拡大に留まっている

ものの、都市と農村の所得格差は 1985年の 1.9倍から 2012年には 3.1倍へ、都市内の高所得者と低

所得者の所得格差は 1985年の 2.9倍から 2012年には 7.8倍へと大きく広がった。  

 胡錦濤氏をトップとする前指導部は、第 16期 3中全会で「社会主義市場経済体制の若干の問題に関

する中共中央の決定」を採択、経済発展に加えて“均衡”を重視する方向へと舵を切ったことから、

2008年頃をピークに所得格差はやや低下してきている。しかし、社会主義という格差のない平等な社

会づくりを目指す中国にとっては依然として看過できないレベルにあり、習近平氏をトップとする新

指導部は、第 12章で「合理的で秩序ある所得分配制度を作り上げる」との方針を示している。 

 今後を考えると、都市と農村の所得格差は縮小に向かうことが期待できるだろう。今回の決定文の

第 6章に「都市・農村の一体化した発展の体制・仕組みを整える」という章を設けて新たな所得格差

是正の方向性を示すとともに、①新しいタイプの農業経営体系の構築を急ぐ、②農民により多くの財

産権を付与する、③都市・農村の要素の平等な交換と公共資源の均衡のとれた配分を進める、④健全

な都市化（町を含む）のための体制・仕組みを整備するという 4項目を挙げて具体策も提示している

からである。 

 都市内の所得格差についても、第 12章で一次分配における労働報酬の割合を高めるよう努力するこ

と、租税、社会保障、移転支出を主な手段とする再分配調節の仕組みをより完全にすることなどを挙

げており、第 5章でも総合課税と分離課税を合わせた個人所得税制の確立や不動産税（固定資産税）

の立法化を挙げるなど税制面にも踏み込んでいることから、都市内の所得格差是正にも前向きな姿勢

で臨むと見られる。 

しかし、第 12章で「個人の所得と財産の情報システムを作る」とするなど、個人の所得や財産の情

報を十分に把握しきれていない現状や、隠れた所得や違法な所得の規範化・取り締まりに言及するな

ど、腐敗汚職の撲滅を抜きにして所得格差是正という本丸には踏み込めない現状も露呈している。ま

た、今回の決定文では、2013年 2月に公表された「所得分配制度改革深化に関する若干の意見（国発

[2013]6 号）」にあった“遺産税（相続税）”が姿を消し、国民が求めている政府や共産党幹部の資産

公開にも言及がないことから、都市内の所得格差や富の偏在の是正が大きく前進するとは期待できな

いと言わざるを得ない。 

従って、都市と農村の所得格差是正はスピードアップしそうだが、都市内の所得格差の是正は緩や

かにしか進まないと思われる。そして、中間所得層の充実はゆっくり前進、低位に留まる消費を増や

しそれが関連投資を呼び起こすという消費主導の経済成長もゆっくり前進することになりそうである。 
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但し、「個人の所得と財産の情報システムを作る」と、所得だけでなく財産にも言及したことは所得

格差だけでなく富の偏在の是正も視野に入っていることを示唆すると考えられる。また、今回の決定

文の第 10章には「権力運用の制約・監督体系を強化する」として、腐敗汚職の撲滅に対する強い意志

を示していることから、早期に腐敗汚職の撲滅を進めることができれば、その後は所得格差の是正に

向けた取り組みがスピードアップする可能性も残している。 

 

5―今回の決定が経済成長に与える影響 
 

1978 年の第 11 期 3 中全会で本格的な改革開放に乗り出した中国は、農業改革を重視しつつも、外

国資本の導入を積極化して工業生産を伸ばし、輸出で外貨を稼ぎ、その外貨で世界でも有数のインフ

ラを整備して、世界に分散していた工場を集めて「世界の工場」と呼ばれるまでに発展、年平均で約

10％の経済成長を遂げてきた。しかし、ここ数年は経済発展に伴う賃金上昇や労働力となる生産年齢

（15～59歳）人口の減少で「安価で豊富な労働力」は曲がり角に差し掛かるとともに、経済発展が遅

れた後発新興国が安価な労働力を武器に工場誘致を積極化したことで、中国に集中していた工場が後

発新興国へ流出し始めるなど“これまで成功してきた経済成長モデル”には限界が見えてきている。 

今回の 3中全会で決定された改革は、“これまで成功してきた経済成長モデル”を卒業して“新たな

経済成長モデル”を築くことに主眼があると思われる。前章の「経済成長への影響を探る上で重要な

3 つの視点」で吟味したとおり、国有企業が中心の中国経済を民間企業が中心の市場経済へ切り替え

るような大胆な改革ではないものの、民間企業の活力を引き出す工夫がいくつか打ち出されているこ

と、金融自由化が進みそうであること、都市と農村の所得格差是正も加速しそうなことから、“新たな

経済成長モデル”を築く上での突破口となりうる改革が含まれている。これから言えることは、今回

の決定は 10％成長に戻すことを狙ったものではなく、改革に伴うリスクを抑えつつも鈍化傾向にある

成長率に歯止めをかけることを狙ったものであり、潜在成長率である 7～8％程度の中高速成長を目指

すものという点であろう。 

今後、この改革の方針は 8千万人超の党員全員に周知徹底されてその実現に向けて動き出す。そし

て、来年には検討が本格化する第 13次 5ヵ年計画 7に反映されていくとともに、より具体的に踏み込

んだ内容になるだろう。第 13 次 5 ヵ年計画が終わる翌年（2021 年）は中国共産党の創立百周年でも

ある。その記念式典で習近平氏はどのような改革全面深化が実現できたと言うのだろうか、今後は習

近平氏をトップとする新指導部の実行力が試される段階になるといえそうだ。 

 

7 第 12 次 5 ヵ年計画（2011-2015 年）は 2009 年 2 月に検討が本格化し第 17 期 5 中全会（2010 年 10 月）で承認された。この経緯を踏ま

えると、第 13 次 5 ヵ年計画（2016-2020 年）は、2014 年 2 月頃に本格化して 2015 年に開催見込みの第 18 期 5 中全会で承認されると見ら

れる。 
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